
 

別表  遠野市総合福祉センター使用料（第９条関係） 

 （１）から（６）まで掲げる使用料の合計額を使用料とする。 

（１）基本使用料 

（２）休日使用料 

   土曜日、日曜日、国民の祝日に使用する場合は、基本使用料（個別使用料を除く。）に100

分の30を乗じて得た額とする。 

（３）超過使用料 

   基本使用料の区分の時間を超える場合、基本使用料と休日等使用料との合計額に次による割

合を乗じて得た額とする。 

超 過 時 間 加 算 率 

１時間以内のとき 100分の 30 

１時間を超え２時間以内のとき 100分の 60 

２時間を超えるとき 100分の100 

（４）特別使用料 

   入場料（これに類する会費等を含む。）を徴収する場合は、基本使用料と休日等使用料との

合計額に次による割合を乗じて得た額とする。 

入 場 料 の 最 高 額 加 算 率 

500円以下の場合 100分の 30 

500円を超え1,000円以下の場合 100分の 50 

1,000円を超える場合 100分の100 

 

 

区    分 

 

施  設  名 

区 分 制 時間制 

午  前 

９時から 

12 時まで 

午  後 

12 時から 

17 時まで 

夜  間 

17 時から 

21 時まで 

１ 時 間  

（税込） 

第１会議室 
営利を目的としない場合 1,430 円 1,980 円 2,200 円 560 円 

営利・営業を目的とした場合 2,860 円 3,960 円 4,400 円 1,120 円 

第２会議室 
営利を目的としない場合 1,490 円 1,980 円 2,480 円 620 円 

営利・営業を目的とした場合 4,470 円 5,940 円 7,440 円 1,860 円 

第３会議室 
営利を目的としない場合 1,490 円 1,980 円 2,480 円 620 円 

営利・営業を目的とした場合 4,470 円 5,940 円 7,440 円 1,860 円 

調理実習室 
営利を目的としない場合 990 円 1,320 円 1,650 円 410 円 

営利・営業を目的とした場合 1,980 円 2,640 円 3,300 円 820 円 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
遊
戯
室 

貸

切

使

用 

ア マ チ ュ ア

ス ポ ー ツ に

使 用 す る 場

合 

児童生徒 １時間につき      550 円 

一般 １時間につき      770 円 

そ の 他 の 催

し に 使 用 す

る場合 

 

営利を目的と

しない場合 
１時間につき     1,160 円 

営利・営業を目

的とする場合 
１時間につき     9,240 円 

個 別 使 用 
児童生徒 ２時間につき      80 円 

一般 ２時間につき      170 円 



 

（５）冷暖房使用料 

   冷暖房を使用中の場合は、基本使用料と休日使用料と超過使用料との合計額に100分の50の割

合を乗じて得た額とする。 

（６）その他の使用料 

   附帯設備及び設備等を使用する場合は、会長が別に定める額とする。 

 

 （様式第１号から様式第５号まで省略） 

 

 


